
議案第４号 

 

会計年度任用職員制度及び任期付職員制度の導入に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について 

  

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月１３日 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  二 場 公 人 

 

理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）に基づ

く会計年度任用職員制度及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平

成１４年法律第４８号）に基づく任期付職員制度の導入のため、関係条例を整備する必要

がある。これが、この条例案を提出する理由である。 



 

会計年度任用職員制度及び任期付職員制度の導入に伴う関

係条例の整備に関する条例  

 （福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正）  

第１条  福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成１９年条例第５号）の一部を次のように改正する。  

第２条中「を下らず、４０時間を超えない範囲において規則で定め

る」を「とする」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項又は福岡県

後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例（

令和２年条例第  号）第４条の規定により採用された職員（以下「

任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定に

かかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間

当たり３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。  

第３条第１項ただし書中「設けるものとする」を「設けるものとし、

任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜

日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができる」に

改め、同条第２項中「を下らず８時間を超えない範囲内」を削り、同項

ただし書中「８時間」を「７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を

割り振るものとし、任期付短時間勤務職員については、１週間ごとの

期間について、１日につき７時間４５分」に改める。  

第４条第２項本文中「従った週休日」の次に「、任期付短時間勤務

職員にあっては８日以上の週休日」を加え、同項ただし書中「８日（

育児短時間勤務職員等」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加え

る。  

第７条の２第１項を次のように改める。  

任命権者は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する

条例（平成２１年条例第２号。以下「給与条例」という。）第１４

条第４項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、

規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代

わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」とい

う。）として、規則で定める期間内にある第１０条第１項に規定す

る勤務日等（同項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振ら

れた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。  

第８条第１項中「第８１７の２第１項」を「第８１７条の２第１項

」に改め、「含む」の次に「。以下この項から第３項までにおいて同



 

じ」を加え、「できる者として規則で定めるもの」を「できるものと

して規則で定める者」に改め、同条第３項中「（職員の配偶者で当該

子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる者と

して規則で定めるものに該当する場合における当該職員を除く。以下

この項において同じ。）」を削り、同条第４項中「配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則

で定める期間にわたり」を「第１５条第１項に規定する」に、「支障

があるもの」を「支障がある者」に改め、「第１項中「小学校就学の

始期に達するまでの子」の次に「（民法（明治２９年法律第８９号）

第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同

項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（

当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第

２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他

これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第３

項までにおいて同じ。）」を加え、「できる者として規則で定めるも

の」を「できるものとして規則で定める者」に、「運営に支障がある

」を「正常な運営を妨げる」に改め、同条第５項を削る。  

第１０条第１項中「である勤務日等」を「である第３条第２項、第

４条又は第５条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この項

において「勤務日等」という。）」に、「次項において「代休日」」

を「以下この条において「代休日」」に、「第７条の２第２項」を「

第７条の２第１項」に改める。  

第１１条を次にように改める。  

（休暇の種類）  

第１１条  職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇

及び介護時間とする。  

２  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用

する同法第２５２条の１７の規定に基づき広域連合に派遣された職

員（以下この項において「派遣職員」という。）の休暇については、

広域連合と派遣職員を派遣した地方公共団体（以下この項において

「派遣元団体」という。）との間の協定に基づき、派遣元団体の関係

規定の例による。  

第１３条の見出し中「非常勤職員及び臨時的任用による職員」を「会



 

計年度任用職員等」に改め、同条中「非常勤職員及び臨時的任用によ

る」を「地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員及び同法第２２条の３の規定により臨時的に任用された」に改め、

「、第２条から前条までの規定にかかわらず」を削り、「考慮して」の

次に「、規則の定める基準に従い」を加え、同条を第１９条とする。  

第１２条中「前条」を「第７条、第８条及び第１２条から前条まで

」に、「、休暇」を「、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関

し必要な事項及び勤務の制限又は休暇」に改め、「その他の」の次に

「勤務の制限又は」を加え、同条を第１８条とする。  

第１１条の次に次の６条を加える。  

（年次休暇）  

第１２条  年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、

一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に掲げる日数とする。  

(1) 次号に掲げる職員以外の職員  ２０日（育児短時間勤務職員

等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等

を考慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める日数）  

(2) 当該年度の中途において新たに職員となるもの  その年度の

在職期間を考慮し、２０日を超えない範囲内で規則で定める日

数  

２  年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、

規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年に繰り越すことが

できる。  

３  任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければなら

ない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正

常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。 

（病気休暇）  

第１３条  病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があ

り、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における

休暇とし、その期間は規則で定める。  

（特別休暇）  

第１４条  特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故

その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合

として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、

規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。  

（介護休暇）  



 

第１５条  介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、

疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに

支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、任命権者

が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超え

ず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「

指定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認

められる場合における休暇とする。  

２  介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間と

する。  

３  介護休暇については、給与条例第１３条の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、同条例第１６条に規定する勤務時間１

時間当たりの給与額を減額する。  

（介護時間）  

第１６条  介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者

の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する

３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。

）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇とする。  

２  介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２

時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。  

３  前条第３項の規定は、介護時間について準用する。  

（病気休暇等の承認）  

第１７条  病気休暇（規則で定めるものを除く。）、特別休暇（規則

で定めるものを除く。）、介護休暇及び介護時間については、規則

の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。  

（福岡県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する

条例の一部改正）  

第２条  福岡県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関

する条例（平成１９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」とい

う。」を加える。  

第２条中「懲戒処分としての戒告、停職又は免職の」を「戒告」に、

「その」を「任命権者が当該職員に、その責任を確認させてその将来を



 

戒める」に改め、「当該職員に」を削り、同条に次の１項を加える。  

２  減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、任命権者が当該職

員に辞令を交付して行わなければならない。  

 第４条を第５条とする。  

第３条第１項中「１日以上６月以下」を「１日以上１年以下」に改

め、同条を第４条とする。  

第２条の次に次の１条を加える。  

（減給の効果）  

第３条  減給は、１年以下の期間、給料の月額（法第２２条の２第１

項第１号に掲げる職員については、報酬の額（福岡県後期高齢者医

療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条

例（令和２年条例第  号）第８条に規定する額））の５分の１以下

に相当する額を減ずるものとする。  

（福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一

部改正）  

第３条  福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例

（平成１９年条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第２号イ中「、この号」を「この号」に改める。  

第７条を次のように改める。  

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給）  

第７条  福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（平

成２１年条例第２号。以下「給与条例」という。）第１８条第１項

に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基

準日以前６か月以内の期間において勤務した期間（規則で定めるこ

れに相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る期

末手当を支給する。  

２  給与条例第２１条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業

をしている職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）のうち、基

準日以前６か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、

当該基準日に係る勤勉手当を支給する。  

第１０条中「に関しては、当該職員を派遣した福岡県及び市町村の

育児休業等に関する条例の規定を適用するもの」を「は、次の各号に

掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態（同項第１号

から第４号までに掲げる勤務の形態を除く。）」に改め、同条に次の

各号を加える。  



 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において

準用する同法第２５２条の１７の規定に基づき広域連合に派遣

された職員（以下「派遣職員」という。）  当該派遣職員を派

遣した地方公共団体（以下「派遣元団体」という。）の育児休

業等に関する条例で定める勤務の形態  

(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関

する条例（平成１９年条例第５号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第４条第１項の規定の適用を受ける職員  次に掲げる勤

務の形態（勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、

１回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。）  

 ア  ４週間ごとの期間につき８日以上を週休日とし、当該期間

につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間

３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように勤

務すること。  

 イ  ４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合

の日を週休日とし、当該期間につき１週間当たりの勤務時間

が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２

４時間３５分となるように勤務すること。  

第１１条中「育児休業の承認又は期間の延長に係る請求の手続の例

により行わなければならない」を「規則で定める育児短時間勤務承認

請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末

日の翌日の１月前までに行うものとする」に改める。  

第１３条中「職員の」を「派遣職員の」に、「を派遣した福岡県及

び市町村」を「の派遣元団体」に改める。  

第１８条第１項中「福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成１９年条例第５号）」を「勤務時間条例」に

改め、同条第２項中「規定による育児時間」の次に「（以下「育児時間」

という。）」を加え、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条第２９

項」を「勤務時間条例第１６条」に改め、「規定による介護時間」の次

に「（以下「介護時間」という。）」を加え、同条第３項中「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第６１

条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による介

護をするための時間（以下「介護をするための時間」という。）」を「介

護時間」に、「当該介護をするための時間」を「当該介護時間」に改め

る。  



 

第１９条中「における当該職員に対する給与の支給に関しては、当

該職員を派遣した福岡県及び市町村の給与に関する条例又は育児休業

等に関する条例の規定を適用するものと」を「には、給与条例第１３

条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第１

６条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給」に

改める。  

（福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部改正）  

第４条  福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例（平成１９年条例第１５号）の一部を

次のように改正する。  

第６条第２号中「その他の職員」を「執行機関たる委員会の非常勤

の委員及び非常勤の監査委員」に改め、同条に次の３号を加える。  

(3) その報酬が日額で定められている職員  負傷若しくは死亡の

原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日

においてその者について定められていた報酬の額（その報酬の

額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機

関が広域連合長と協議して別に定める額）  

(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬

のない職員  前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が広

域連合長と協議して定める額  

(5) 給料を支給される職員  法第２条第４項に規定する平均給与

額の例により実施機関が広域連合長と協議して定める額  

（福岡県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正）  

第５条  福岡県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例（平成２０年条例第３号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」とい

う。」を加える。  

第３条各号列記以外の部分中「地方公務員法」を「法」に改め、「占

める職員」の次に「及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員」を

加え、同条中第１０号を第１１号とし、第５号から第９号までを１号

ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。  

(5) 職員の休業に関する状況  

（福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改

正）  



 

第６条  福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（平成

２１年条例第２号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」とい

う。」を、「第２４条第５項」の次に「及び地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０４条第３項」を加え、「一般職に属する職員（以

下「職員」という。）」を「職員」に改める。  

第６条中「広域連合長が別に」を「規則で」に改め、同条を第２５

条とする。  

第５条の見出し中「臨時的任用職員」を「臨時的任用職員等」に改

め、同条中「臨時的任用職員の給与は」を「臨時的任用職員等勤務の

実態により、この条例の規定を適用することが著しく困難な職にある

者については」に改め、「、常勤の職員の給与との均衡を考慮して」

を削り、「定める」を「その給与を定めることができる」に改め、同

条を第２４条とする。  

第４条第１項本文中「その他」を「その他の規則で定める」に、「

職員」を「派遣職員」に改め、同条第２項中「２３，０００円」を「

３０，０００円」に、「４５，０００円」を「７０，０００円」に改

め、同条を第１２条とし、同条の次に次の１１条を加える。  

（給与の減額）  

第１３条  職員が勤務しないときは、勤務時間条例第７条の２第１項

に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第９条に規定する祝

日法による休日（勤務時間条例第１０条第１項の規定により代休日

を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した

職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休

日等」という。）又は勤務時間条例第９条に規定する年末年始の休

日（勤務時間条例第１０条第１項の規定により代休日を指定されて、

当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあって

は、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。）

である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命

権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない１時間につき、第

１６条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支

給する。  

（時間外勤務手当）  

第１４条  正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間

につき、第１６条に規定する勤務１時間当たりの給与額（以下この



 

条において「勤務１時間当たりの給与額」という。）に正規の勤務

時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１０

０分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割

合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を

時間外勤務手当として支給する。  

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の

勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることと

なる日を除く。第３項において同じ。）における勤務  

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務  

２  前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第５条の規定により、あ

らかじめ勤務時間条例第３条第２項又は第４条により割り振られた

１週間の正規の勤務時間（以下この条において「割振り変更前の正

規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員

には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（規

則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間につき、勤務１時

間当たりの給与額に１００分の２５から１００分の５０までの範囲

内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給

する。  

３  育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務

時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時

間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務に対する第１項

の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務し

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１

００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「１

００分の１００」とする。  

４  正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間

を超えてした勤務（以下この条において「第１項勤務」という。）

の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務（第２項

に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「

第２項勤務」という。）の時間の合計時間が、１か月について６０

時間を超えた職員には、その６０時間を超えてした第１項勤務及び

第２項勤務の全時間に対して、第１項（前項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）及び第２項の規定にかかわらず、勤務１



 

時間につき、勤務１時間当たりの給与額に第１項勤務にあっては、

１００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、１００分の１７５）、第２項勤務にあっては、

１００分の５０を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。  

５  勤務時間条例第７条の２第１項に規定する時間外勤務代休時間を

指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務し

なかつたときは、前項に規定する６０時間を超えてした第１項勤務

及び第２項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代

えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１

時間につき、勤務１時間当たりの給与額に第１項勤務にあっては、

１００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、１００分の１７５）から第１項に規定する規則

で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間

である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を減じ

た割合、第２項勤務にあっては、１００分の５０から第２項に規定

する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手

当を支給することを要しない。  

６  第３項に規定する７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る時

間について前２項の規定の適用がある場合における当該時間に対す

る前項の規定の適用については、同項中「第１項に規定する規則で

定める割合」とあるのは、「１００分の１００」  

（休日勤務手当）  

第１５条  祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項又は第４

条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職

員にあっては、勤務時間条例第９条に規定する祝日法による休日が

勤務時間条例第４条及び第５条の規定に基づく週休日に当たるとき

は、規則で定める日）及び年末年始の休日等において、正規の勤務

時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に

勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第１５条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に１００分の１２５から１００分の１５

０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当

として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日に

おいて勤務した職員についても、同様とする。  

（勤務１時間当たりの給与額の算出）  

第１６条  前３条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月

額とこれに対する地域手当の月額との合計額に１２を乗じ、その額



 

を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから毎年４月１日か

ら翌年の３月３１日までの間における勤務時間条例第９条に規定す

る祝日法による休日（土曜日に当たる日を除く。）及び年末年始の

休日（日曜日又は土曜日に当たる日を除く。）の日数の合計に７時

間４５分（育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっ

ては、７時間４５分に勤務時間条例第２条第３項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た時間）を乗じて得たものを減じたもので除して

得た額とする。  

（時間外勤務手当等に関する規定の適用除外）  

第１７条  第１４条及び第１５条の規定は、別に定める管理又は監督

の地位にある職員には適用しない。  

（期末手当）  

第１８条  期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第

２０条までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ

在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める

日（次条及び第２０条においてこれらの日を「支給日」という。）

に、同日におけるこの条例の規定による額を支給する。これらの基

準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（第２２条第７項の

規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。）について

も同様とする。  

２  期末手当の額は、県職員給与条例第２１条第２項の規定を準用し、

同項に定める割合に期末手当基礎額を乗じて得た額に、基準日以前

６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。  

(1) ６か月  １００分の１００  

(2) ５か月以上６か月未満  １００分の８０  

(3) ３か月以上５か月未満  １００分の６０  

(4) ３か月未満  １００分の３０  

３  前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）におい

て職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額とする。  

４  第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定

める。  

第１９条  次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定



 

にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる

者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しな

い。  

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法

第２９条第１項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員  

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法

第２８条第４項の規定により失職した職員  

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）

で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上

の刑に処せられたもの  

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処

分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処

せられたもの  

第２０条  任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされてい

た職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれ

かに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることが

できる。  

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限

り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合  

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場

合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事

実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であっ

て、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住

民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実

施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。  

２  前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下

「一時差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第１８条第１項本文に規定する期間が経過し

た後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該



 

一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができ

る。  

３  任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当

するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなけ

ればならない。ただし、第３号に該当する場合において、一時差止

処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。  

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった

行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場

合  

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由

となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があ

った場合  

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る

期末手当の基準日から起算して１年を経過した場合  

４  前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は

生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなっ

たとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。  

５  任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受

けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を

記載した説明書を交付しなければならない。  

６  前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、

規則で定める。  

（勤勉手当）  

第２１条  勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、

その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前

６か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の

属する月の規則で定める日に、同日におけるこの条例の規定による

額を支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡し

た職員（規則で定める職員を除く。）についても、同様とする。  

２  勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基

準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の額は、県職員給与条例第２２条



 

第２項の規定を準用し、同項第１号に規定する額を超えてはならな

い。  

３  前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員

が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

とする。  

４  前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準

用する。この場合において、第１９条中「前条第１項」とあるのは

「第２１条第１項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「

基準日（第２１条第１項に規定する基準日をいう。以下この条及び

次条において同じ。）から」と、「支給日」とあるのは「支給日（

同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）」と読み替えるものとする。  

（休職者の給与）  

第２２条  職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（

地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項

に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、

法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。  

２  職員が結核性疾患にかかり法第２８条第２項第１号に掲げる事由

に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満２年に達する

までは、これに給料、地域手当及び期末手当のそれぞれ１００分の

８０を支給することができる。  

３  職員が前２項以外の心身の故障により法第２８条第２項第１号に

掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満１

年に達するまでは、これに給料、地域手当及び期末手当のそれぞれ

１００分の８０を支給することができる。  

４  職員が法第２８条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にさ

れたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞ

れ１００分の６０以内を支給することができる。  

５  職員が福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及

び効果に関する条例（令和２年条例第  号。次項において「分限条

例」という。）第２条の規定により休職にされたときは、その休職

の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、地域手当及び

期末手当のそれぞれ１００分の１００以内を支給することができ

る。  

６  法第２８条第２項又は分限条例第２条の規定により休職にされた



 

職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与

を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。  

７  第２項、第３項又は第５項に規定する職員がこれらの規定に規定

する期間内で第１８条第１項に規定する基準日前１か月以内に退職

し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、第

２項、第３項又は第５項の規定の例による額の期末手当を支給する

ことができる。ただし、規則で定める職員については、この限りで

ない。  

８  前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第

１９条及び第２０条の規定を準用する。この場合において、第１９

条中「前条第１項」とあるのは、「第２２条第７項」と読み替える

ものとする。  

（専従休職者の給与）  

第２３条  法第５５条の２第１項ただし書の許可を受けた職員には、

その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。  

第３条第２項各号列記以外の部分中「６箇月」を「６か月」に改め、

同項第２号中「の区分」を削り、「（以下「距離対応額」という。）

に支給対象期間の月数を乗じて得た額」を「（育児短時間勤務職員等

及び任期付短時間勤務職員のうち、支給対象期間当たりの通勤回数を

考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額）」に改め、同条第３項中「法

第２９２条において準用する法第２５２条の１７の規定に基づき広

域連合に派遣されたこと（以下「派遣」という。）」を「派遣」に、

「職員」を「派遣職員」に改め、同条第４項中「その他」を「その他

の」に、「当該派遣職員」を「当該職員」に、「額を」を「ところに

より算出した額を追給し、又は」に改め、同条を第１１条とする。  

第２条の見出し中「支給」を「支払」に改め、同条中第２項を削り、

第１項本文中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２９２条において準用する法第２５２条の１７の規定に基

づき広域連合に派遣された職員（以下「派遣職員」という。）」を「派

遣職員」に、「派遣職員を派遣した地方公共団体（以下「派遣元団体」

という。）」を「派遣元団体」に改め、同項ただし書中「次条又は第

４条」を「第１１条又は第１２条」に、「適用したとしたならば」を

「適用し」に改め、同項を同条第２項とし、同条に第１項として次の

１項を加える。  

この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただ



 

し、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うこ

とができる。  

第２条を第４条とし、同条の次に次の６条を加える。  

（給料）  

第５条  給料は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（平成１９年条例第５号。以下「勤務時間条例」

という。）第７条第１項に規定する勤務時間（以下「正規の勤務時

間」という。）による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤

手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、

勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとす

る。  

（給料表）  

第６条  給料表の種類は、福岡県職員の給与に関する条例（昭和３２

年福岡県条例第４１号。以下「県職員給与条例」という。）第６条

第１項第１号の行政職給料表（別表第１）を準用する。  

（給料の基準）  

第７条  職員の職務の級及びその号給は、その職種ごとの職務の複雑、

困難及び責任の度並びに職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、

任命権者が決定する。  

（給料月額の算出）  

第８条  育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月

額は、前２条の規定により決定した給料月額に、勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。  

（給料の支給方法）  

第９条  給料の計算期間は、月の１日から末日までとする。  

２  給料の支給日は、毎月２１日とし、その日が日曜日、土曜日又は

休日（勤務時間条例第９条に規定する休日をいう。以下同じ。）に

当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日

又は休日でない日とする。  

３  新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降

給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定めら

れた給料を支給する。  

４  職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。  

５  職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。  

６  第３項又は第４項の規定により給料を支給する場合であって、月



 

の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給すると

き以外のときは、その給料額はその期間の現日数から勤務時間条例

第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日の日数を差

し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。  

（地域手当）  

第１０条  地域手当は、県職員給与条例第１３条の２第２項の規定を

準用し、同項各号に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に定める

割合に給料及び別に定める管理職手当の月額の合計額を乗じて得た

額を職員に支給する。  

第１条の次に次の２条を加える。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

(1) 職員  福岡県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」と

いう。）の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員（法

第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）を

いう。  

(2) 派遣  地方自治法第２９２条において準用する同法第２５２

条の１７の規定に基づき、広域連合との間で職員の派遣に関す

る協定を締結した地方公共団体（以下「派遣元団体」という。）

が広域連合に当該派遣元団体に属する職員を派遣することをい

う。  

(3) 派遣職員  前号の規定により広域連合に派遣された職員をい

う。  

(4) 育児短時間勤務職員等  地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成３年法律第１１０号。以下この号及び次号において「

育児休業法」という。）第１０条第１項に規定する育児短時間

勤務をしている職員（育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をすることとなった職員を含む。）をいう。  

(5) 任期付短時間勤務職員  育児休業法第１８条第１項又は福岡

県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する

条例（令和２年条例第  号）第４条の規定に基づき採用された

職員をいう。  

（給与の種類）  

第３条  この条例による給与は、給料、地域手当、通勤手当、単身赴

任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、管



 

理職手当及び管理職員特別勤務手当をいう。ただし、管理職手当及

び管理職員特別勤務手当については別に定める。  

２  派遣職員の給与については、派遣元団体の関係規程の例による。  

  附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第４条の規定による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第６条の規定

は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害

又は通勤による災害に係る補償について適用する。  



 

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表 

新 旧 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、

４週間を超えない期間につき１週間当たり

３８時間４５分とする。 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、

４週間を超えない期間につき１週間当たり

３８時間４５分を下らず、４０時間を超え

ない範囲において規則で定める。 

２ （略） ２ （略） 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律第

１８条第１項又は福岡県後期高齢者医療広

域連合一般職の任期付職員の採用に関する

条例（令和２年条例第 号）第４条の規定

により採用された職員（以下「任期付短時

間勤務職員」という。）の勤務時間は、第

１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、

４週間を超えない期間につき１週間当たり

３１時間までの範囲内で、任命権者が定め

る。 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務

時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）

とする。ただし、任命権者は、育児短時間

勤務職員等については、必要に応じ、当該

育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日

に加えて月曜日から金曜日までの５日間に

おいて週休日を設けるものとし、任期付短

時間勤務職員については、日曜日及び土曜

日に加えて、月曜日から金曜日までの５日

間において週休日を設けることができる。 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務

時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）

とする。ただし、任命権者は、育児短時間

勤務職員等については、必要に応じ、当該

育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日

に加えて月曜日から金曜日までの５日間に

おいて週休日を設けるものとする。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５

日間について、１日につき７時間４５分の

勤務時間を割り振るものとする。ただし、

育児短時間勤務職員等については、１週間

ごとの期間について、当該育児短時間勤務

等の内容に従い１日につき７時間４５分を

超えない範囲内で勤務時間を割り振るもの

とし、任期付短時間勤務職員については、

１週間ごとの期間について、１日につき７

時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を

割り振るものとする。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５

日間について、１日につき７時間４５分を

下らず８時間を超えない範囲内の勤務時間

を割り振るものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等については、１週間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容

に従い１日につき８時間を超えない範囲内

で勤務時間を割り振るものとする。 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及

び勤務時間の割振りを定める場合には、規

則の定めるところにより、４週間ごとの期

間につき８日の週休日（育児短時間勤務職

員等にあっては、８日以上で当該育児短時

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及

び勤務時間の割振りを定める場合には、規

則の定めるところにより、４週間ごとの期

間につき８日の週休日（育児短時間勤務職

員等にあっては、８日以上で当該育児短時



 

新 旧 

間勤務等の内容に従った週休日、任期付短

時間勤務職員にあっては８日以上の週休

日）を設けなければならない。ただし、職

務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育

児短時間勤務職員等にあっては、当該育児

短時間勤務等の内容）により、４週間ごと

の期間につき８日（育児短時間勤務職員等

及び任期付短時間勤務職員にあっては、８

日以上）の週休日を設けることが困難であ

る職員について、規則の定めるところによ

り、４週間を超えない期間につき１週間当

たり１日以上の割合で週休日（育児短時間

勤務職員等にあっては、４週間を超えない

期間につき１週間当たり１日以上の割合で

当該育児短時間勤務等の内容に従った週休

日）を設ける場合には、この限りでない。 

間勤務等の内容に従った週休日）を設けな

ければならない。ただし、職務の特殊性又

は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務

職員等にあっては、当該育児短時間勤務等

の内容）により、４週間ごとの期間につき

８日（育児短時間勤務職員等にあっては、

８日以上）の週休日を設けることが困難で

ある職員について、規則の定めるところに

より、４週間を超えない期間につき１週間

当たり１日以上の割合で週休日（育児短時

間勤務職員等にあっては、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり１日以上の割合

で当該育児短時間勤務等の内容に従った週

休日）を設ける場合には、この限りでない。 

第５条～第７条 （略） 第５条～第７条 （略） 

（時間外勤務代休時間） （時間外勤務代休時間） 

第７条の２ 任命権者は、福岡県後期高齢者

医療広域連合職員の給与に関する条例（平

成２１年条例第２号。以下「給与条例」と

いう。）第１４条第４項の規定により時間

外勤務手当を支給すべき職員に対して、規

則の定めるところにより、当該時間外勤務

手当の一部の支給に代わる措置の対象とな

るべき時間（以下「時間外勤務代休時間」

という。）として、規則で定める期間内に

ある第１０条第１項に規定する勤務日等

（同項に規定する休日及び代休日を除く。）

に割り振られた勤務時間の全部又は一部を

指定することができる。 

第７条の２ 任命権者は、正規の勤務時間を

超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤

務時間を超えてした勤務の時間が１箇月に

おいて６０時間を超えて勤務した職員に対

して、当該職員を派遣した地方公共団体（以

下「派遣元団体」という。）の給与に関す

る条例により、その６０時間を超えて勤務

した全時間に対して、勤務１時間当たりの

給与額に１００分の１５０（当該勤務が午

後１０時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は、１００分の１７５）を乗じて得

た額を時間外勤務手当として派遣元団体が

支給すべき職員に対して、当該時間外勤務

手当の一部の支給に代わる措置の対象とな

るべき時間（以下「時間外勤務代休時間」

という。）として、規則で定める期間内に

ある第３条第２項、第４条又は第５条の規

定により勤務時間が割り振られた日（第１

０条第１項において「勤務日等」という。）

のうち、第１０条第１項に規定する休日及

び代休日を除いた日に割り振られた勤務時

間の全部又は一部を指定することができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限） 

第８条 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子（民法（明治２９年法律第８

９号）第８１７条の２第１項の規定により

第８条 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子（民法（明治２９年法律第８

９号）第８１７の２第１項の規定により職
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職員が当該職員との間における同項に規定

する特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者（当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号の規定により同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童その他これ

らに準ずる者として規則で定める者を含

む。以下この項から第３項までにおいて同

じ。）のある職員（職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜（午後１０時から

翌日の午前５時までの間をいう。以下この

項において同じ。）において常態として当

該子を養育することができるものとして規

則で定める者に該当する場合における当該

職員を除く。）が、規則で定めるところに

より、当該子を養育するために請求した場

合には、公務の正常な運営を妨げる場合を

除き、深夜における勤務をさせてはならな

い。 

員が当該職員との間における同項に規定す

る特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事

件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号の規定により同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童その他これ

らに準ずる者として規則で定める者を含

む。）のある職員（職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜（午後１０時から

翌日の午前５時までの間をいう。以下この

項において同じ。）において常態として当

該子を養育することができる者として規則

で定めるものに該当する場合における当該

職員を除く。）が、規則で定めるところに

より、当該子を養育するために請求した場

合には、公務の正常な運営を妨げる場合を

除き、深夜における勤務をさせてはならな

い。 

２ （略） ２ （略） 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達する

までの子のある職員が、規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育するために請求し

た場合には、当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく

困難である場合を除き、１月について２４

時間、１年について１５０時間を超えて、

第７条第２項に規定する勤務をさせてはな

らない。 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達する

までの子のある職員（職員の配偶者で当該

子の親であるものが、常態として当該子を

養育することができる者として規則で定め

るものに該当する場合における当該職員を

除く。以下この項において同じ。）が、規

則で定めるところにより、当該子を養育す

るために請求した場合には、当該請求をし

た職員の業務を処理するための措置を講ず

ることが著しく困難である場合を除き、１

月について２４時間、１年について１５０

時間を超えて、第７条第２項に規定する勤

務をさせてはならない。 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定

する日常生活を営むのに支障がある者（以

下この項において「要介護者」という。）

を介護する職員について準用する。この場

合において、第１項中「小学校就学の始期

に達するまでの子（民法（明治２９年法律

第８９号）第８１７条の２第１項の規定に

より職員が当該職員との間における同項に

規定する特別養子縁組の成立について家庭

裁判所に請求した者（当該請求に係る家事

審判事件が裁判所に係属している場合に限

４ 前３項の規定は、配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）、父母、子、配偶者の父母その他

規則で定める者で負傷、疾病又は老齢によ

り規則で定める期間にわたり日常生活を営

むのに支障があるもの（以下この項におい

て「要介護者」という。）を介護する職員

について準用する。この場合において、第

１項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員（職員の配偶者で当該子の親

であるものが、深夜（午後１０時から翌日
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る。）であって、当該職員が現に監護する

もの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組

里親である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定める者

を含む。以下この項から第３項までにおい

て同じ。）のある職員（職員の配偶者で当

該子の親であるものが、深夜（午後１０時

から翌日の午前５時までの間をいう。以下

この項において同じ。）において常態とし

て当該子を養育することができるものとし

て規則で定める者に該当する場合における

当該職員を除く。）が、規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育」とあり、第２項

中「３歳に満たない子のある職員が、規則

で定めるところにより、当該子を養育」と

あり、及び前項中「小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員が、規則で定める

ところにより、当該子を養育」とあるのは、

「要介護者のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該要介護者を介護」と、第

１項中「深夜における」とあるのは「深夜

（午後１０時から翌日の午後５時までの間

をいう。）における」と、第２項中「当該

請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である」とあ

るのは「公務の正常な運営を妨げる」と読

み替えるものとする。 

の午前５時までの間をいう。以下この項に

おいて同じ。）において常態として当該子

を養育することができる者として規則で定

めるものに該当する場合における当該職員

を除く。）が、規則で定めるところにより、

当該子を養育」とあり、第２項中「３歳に

満たない子のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあり、及び

前項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは、「要介護

者のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、第１項中「深

夜における」とあるのは「深夜（午後１０

時から翌日の午後５時までの間をいう。）

における」と、第２項中「当該請求をした

職員の業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である」とあるのは「公

務の運営に支障がある」と読み替えるもの

とする。 

 （削る） ５ 前４項に規定するもののほか、勤務の制

限に関する手続その他の勤務の制限に関し

必要な事項は、規則で定める。 

第９条 （略） 第９条 （略） 

（休日の代休日） （休日の代休日） 

第１０条 任命権者は、職員に祝日法による

休日又は年末年始の休日（以下この項にお

いて「休日」と総称する。）である第３条

第２項、第４条又は第５条の規定により勤

務時間が割り振られた日（以下この項にお

いて「勤務日等」という。）に割り振られ

た勤務時間の全部（次項において「休日の

全勤務時間」という。）について特に勤務

することを命じた場合には、規則の定める

ところにより、当該休日前に、当該休日に

代わる日（以下この条において「代休日」

という。）として、当該休日後の勤務日等

（第７条の２第１項の規定により時間外勤

第１０条 任命権者は、職員に祝日法による

休日又は年末年始の休日（以下この項にお

いて「休日」と総称する。）である勤務日

等に割り振られた勤務時間の全部（次項に

おいて「休日の全勤務時間」という。）に

ついて特に勤務することを命じた場合に

は、規則の定めるところにより、当該休日

前に、当該休日に代わる日（次項において

「代休日」という。）として、当該休日後

の勤務日等（第７条の２第２項の規定によ

り時間外勤務代休時間が指定された勤務日

等及び休日を除く。）を指定することがで

きる。 
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務代休時間が指定された勤務日等及び休日

を除く。）を指定することができる。 

２ （略） ２ （略） 

（休暇の種類） （休暇） 

第１１条 職員の休暇は、年次休暇、病気休

暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とす

る。 

第１１条 休暇（年次有給休暇及び規則で定

める休暇を除く。）については、規則の定

めるところにより、任命権者の承認を受け

なければならない。この場合において、福

岡県及び市町村から派遣された職員の休暇

については、当該派遣職員を派遣した福岡

県及び市町村の規定によるものとする。 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２９２条において準用する同法第２５２

条の１７の規定に基づき広域連合に派遣さ

れた職員（以下この項において「派遣職員」

という。）の休暇については、広域連合と

派遣職員を派遣した地方公共団体（以下こ

の項において「派遣元団体」という。）と

の間の協定に基づき、派遣元団体の関係規

定の例による。 

 

（年次休暇）  

第１２条 年次休暇は、一の年度ごとにおけ

る休暇とし、その日数は、一の年度におい

て、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

 

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 ２０

日（育児短時間勤務職員等及び任期付短

時間勤務職員にあっては、その者の勤務

時間等を考慮し２０日を超えない範囲

内で規則で定める日数） 

 

(2) 当該年度の中途において新たに職員

となるもの その年度の在職期間を考

慮し、２０日を超えない範囲内で規則で

定める日数 

 

２ 年次休暇（この項の規定により繰り越さ

れたものを除く。）は、規則で定める日数

を限度として、当該年度の翌年に繰り越す

ことができる。 

 

３ 任命権者は、年次休暇を職員の請求する

時季に与えなければならない。ただし、請

求された時季に年次休暇を与えることが公

務の正常な運営を妨げる場合においては、

他の時季に与えることができる。 

 

（病気休暇）  

第１３条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病

のため療養する必要があり、その勤務しな
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いことがやむを得ないと認められる場合に

おける休暇とし、その期間は規則で定める。 

（特別休暇）  

第１４条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、

出産、交通機関の事故その他の特別の事由

により職員が勤務しないことが相当である

場合として規則で定める場合における休暇

とする。この場合において、規則で定める

特別休暇については、規則でその期間を定

める。 

 

（介護休暇）  

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配

偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。以下この項にお

いて同じ。）、父母、子、配偶者の父母そ

の他規則で定める者で、負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり日常生

活を営むのに支障があるものをいう。以下

同じ。）の介護をするため、任命権者が、

規則の定めるところにより、職員の申出に

基づき、要介護者の各々が当該介護を必要

とする一の継続する状態ごとに、３回を超

えず、かつ、通算して６月を超えない範囲

内で指定する期間（以下「指定期間」とい

う。）内において勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇とす

る。 

 

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において

必要と認められる期間とする。 

 

３ 介護休暇については、給与条例第１３条

の規定にかかわらず、その勤務しない１時

間につき、同条例第１６条に規定する勤務

時間１時間当たりの給与額を減額する。 

 

（介護時間）  

第１６条 介護時間は、職員が要介護者の介

護をするため、要介護者の各々が当該介護

を必要とする一の継続する状態ごとに、連

続する３年の期間（当該要介護者に係る指

定期間と重複する期間を除く。）内におい

て１日の勤務時間の一部につき勤務しない

ことが相当であると認められる場合におけ

る休暇とする。 

 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間

内において１日につき２時間を超えない範

囲内で必要と認められる時間とする。 

 

３ 前条第３項の規定は、介護時間について  
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準用する。 

（病気休暇等の承認）  

第１７条 病気休暇（規則で定めるものを除

く。）、特別休暇（規則で定めるものを除

く。）、介護休暇及び介護時間については、

規則の定めるところにより、任命権者の承

認を受けなければならない。 

 

（規則への委任） （規則への委任） 

第１８条 第７条、第８条及び第１２条から

前条までに規定するもののほか、正規の勤

務時間以外の時間における勤務に関し必要

な事項及び勤務の制限又は休暇に関する手

続その他の勤務の制限又は休暇に関し必要

な事項は、規則で定める。 

第１２条 前条に規定するもののほか、休暇

に関する手続その他の休暇に関し必要な事

項は、規則で定める。 

（会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等） （非常勤職員及び臨時的任用による職員の

勤務時間、休暇等） 

第１９条 地方公務員法第２２条の２第１項

に規定する会計年度任用職員及び同法第２

２条の３の規定により臨時的に任用された

職員の勤務時間、休暇等については、その

職務の性質等を考慮して、規則の定める基

準に従い、任命権者が別に定める。 

第１３条 非常勤職員及び臨時的任用による

職員の勤務時間、休暇等については、第２

条から前条までの規定にかかわらず、その

職務の性質等を考慮して、任命権者が別に

定める。 
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（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２９条第４項の規定に基づき、職員の懲

戒の手続及び効果に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２９条第４項の規

定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（懲戒の手続） （懲戒の手続） 

第２条 戒告処分は、任命権者が当該職員に、

その責任を確認させてその将来を戒める旨

を記載した書面を交付して行わなければな

らない。 

第２条 懲戒処分としての戒告、停職又は免

職の処分は、その旨を記載した書面を当該

職員に交付して行わなければならない。 

２ 減給、停職又は懲戒処分としての免職処

分は、任命権者が当該職員に辞令を交付し

て行わなければならない。 

 

（減給の効果）  

第３条 減給は、１年以下の期間、給料の月

額（法第２２条の２第１項第１号に掲げる

職員については、報酬の額（福岡県後期高

齢者医療広域連合会計年度任用職員の給

与、費用弁償及び旅費に関する条例（令和

２年条例第 号）第８条に規定する額））

の５分の１以下に相当する額を減ずるもの

とする。 

 

（停職の効果） （停職の効果） 

第４条 停職の期間は、１日以上１年以下と

する。 

第３条 停職の期間は、１日以上６月以下と

する。 

２～３ （略） ２～３ （略） 

（補則） （補則） 

第５条 （略） 第４条 （略） 

 



 

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例新旧対照表 

新 旧 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) （略） (2) （略） 

ア （略） ア （略） 

(ア)～(ウ) （略） (ア)～(ウ) （略） 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該

当する非常勤職員（その養育する子が

１歳に達する日（以下この号及び同条

において「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員がする育

児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育

児休業をしている非常勤職員に限る。） 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該

当する非常勤職員（その養育する子が

１歳に達する日（以下、この号及び同

条において「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員がす

る育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）におい

て育児休業をしている非常勤職員に限

る。） 

ウ （略） ウ （略） 

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の

支給） 

（期末手当等の支給及び職務復帰後におけ

る給与等の取扱い） 

第７条 福岡県後期高齢者医療広域連合職員

の給与に関する条例（平成２１年条例第２

号。以下「給与条例」という。）第１８条

第１項に規定するそれぞれの基準日に育児

休業をしている職員のうち、基準日以前６

か月以内の期間において勤務した期間（規

則で定めるこれに相当する期間を含む。）

がある職員には、当該基準日に係る期末手

当を支給する。 

第７条 期末手当及び勤勉手当の基準日に育

児休業をしている職員に対する期末手当及

び勤勉手当の支給並びに育児休業をした職

員が職務に復帰した場合の給与の支給に関

しては、当該職員を派遣した福岡県及び市

町村の給与に関する条例又は育児休業に関

する条例の規定を適用するものとする。育

児休業をした職員が退職した場合の退職手

当の取扱いも、同様とする。 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれ

ぞれの基準日に育児休業をしている職員

（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員を除く。）のうち、基準日以前

６か月以内の期間において勤務した期間が

ある職員には、当該基準日に係る勤勉手当

を支給する。 

 

第８条～第９条 （略） 第８条～第９条 （略） 

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例

で定める勤務の形態） 

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例

で定める勤務の形態） 

第１０条 育児休業法第１０条第１項第５号

の条例で定める勤務の形態は、次の各号に

掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

第１０条 育児休業法第１０条第１項第５号

の条例で定める勤務の形態に関しては、当

該職員を派遣した福岡県及び市町村の育児



 

新 旧 

る勤務の形態（同項第１号から第４号まで

に掲げる勤務の形態を除く。）とする。 

休業等に関する条例の規定を適用するもの

とする。 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２９２条において準用する同法第

２５２条の１７の規定に基づき広域連

合に派遣された職員（以下「派遣職員」

という。） 当該派遣職員を派遣した地

方公共団体（以下「派遣元団体」という。）

の育児休業等に関する条例で定める勤

務の形態 

 

(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合職員

の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

１９年条例第５号。以下「勤務時間条例」

という。）第４条第１項の規定の適用を

受ける職員 次に掲げる勤務の形態（勤

務日が引き続き規則で定める日数を超

えず、かつ、１回の勤務が規則で定める

時間を超えないものに限る。） 

 

ア ４週間ごとの期間につき８日以上

を週休日とし、当該期間につき１週間

当たりの勤務時間が１９時間２５分、

１９時間３５分、２３時間１５分又は

２４時間３５分となるように勤務す

ること。 

 

イ ４週間を超えない期間につき１週

間当たり１日以上の割合の日を週休

日とし、当該期間につき１週間当たり

の勤務時間が１９時間２５分、１９時

間３５分、２３時間１５分又は２４時

間３５分となるように勤務すること。 

 

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の

請求手続） 

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の

請求手続） 

第１１条 育児短時間勤務の承認又は期間の

延長の請求は、規則で定める育児短時間勤

務承認請求書により、育児短時間勤務を始

めようとする日又はその期間の末日の翌日

の１月前までに行うものとする。 

第１１条 育児短時間勤務の承認又は期間の

延長の請求は、育児休業の承認又は期間の

延長に係る請求の手続の例により行わなけ

ればならない。 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

（育児短時間勤務に係る給与等及び退職手

当の取扱い） 

（育児短時間勤務に係る給与等及び退職手

当の取扱い） 

第１３条 育児短時間勤務をしている派遣職

員の給与、休暇の種類及びその日数並びに

育児短時間勤務をした派遣職員の退職手当

の取扱いに関しては、当該職員の派遣元団

体の給与に関する条例又は退職手当に関す

る条例の規定を適用するものとする。 

第１３条 育児短時間勤務をしている職員の

給与、休暇の種類及びその日数並びに育児

短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い

に関しては、当該職員を派遣した福岡県及

び市町村の給与に関する条例又は退職手当

に関する条例の規定を適用するものとす



 

新 旧 

る。 

第１４条～第１７条 （略） 第１４条～第１７条 （略） 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１８条 部分休業の承認は、勤務時間条例

第７条第１項に規定する正規の勤務時間

（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を

除く。以下この条において同じ。）にあっ

ては、当該非常勤職員について定められた

勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３

０分を単位として行うものとする。 

第１８条 部分休業の承認は、福岡県後期高

齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等

に関する条例（平成１９年条例第５号）第

７条第１項に規定する正規の勤務時間（非

常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。

以下この条において同じ。）にあっては、

当該非常勤職員について定められた勤務時

間）の始め又は終わりにおいて、３０分を

単位として行うものとする。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時

間（以下「育児時間」という。）又は勤務

時間条例第１６条の規定による介護時間

（以下「介護時間」という。）の承認を受

けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）

に対する部分休業の承認については、１日

につき２時間から当該育児時間又は当該介

護時間の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間を超えない範囲内で行うものとす

る。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時

間又は育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第７６号）第６１条第２９項の

規定による介護時間の承認を受けて勤務し

ない職員（非常勤職員を除く。）に対する

部分休業の承認については、１日につき２

時間から当該育児時間又は当該介護時間の

承認を受けて勤務しない時間を減じた時間

を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき、当該非常勤職員につ

いて１日につき定められた勤務時間から５

時間４５分を減じた時間を超えない範囲内

で（当該非常勤職員が育児時間又は介護時

間の承認を受けて勤務しない場合にあって

は、当該時間を超えない範囲内で、かつ、

２時間から当該育児時間又は当該介護時間

の承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間を超えない範囲内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき、当該非常勤職員につ

いて１日につき定められた勤務時間から５

時間４５分を減じた時間を超えない範囲内

で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律第６１条第３２項

において読み替えて準用する同条第２９項

の規定による介護をするための時間（以下

「介護をするための時間」という。）の承

認を受けて勤務しない場合にあっては、当

該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間

から当該育児時間又は当該介護をするため

の時間の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間を超えない範囲内で）行うものと

する。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱

い） 

（部分休業をしている職員の給与の取扱

い） 

第１９条 職員が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第１３条の規

定にかかわらず、その勤務しない１時間に

つき、給与条例第１６条に規定する勤務１

時間当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 

第１９条 職員が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合における当該職員に対する給

与の支給に関しては、当該職員を派遣した

福岡県及び市町村の給与に関する条例又は

育児休業等に関する条例の規定を適用する

ものとする。 



 

新 旧 

第２０条～第２１条 （略） 第２０条～第２１条 （略） 

 



 

福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例新旧対照表 

新 旧 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員

及び非常勤の監査委員 広域連合長が

定める額 

(2) その他の職員 広域連合長が定める

額 

(3) その報酬が日額で定められている職

員 負傷若しくは死亡の原因である事

故の発生の日又は診断によって疾病が

確定した日においてその者について定

められていた報酬の額（その報酬の額

が補償基礎額として公正を欠くと認め

られる場合は、実施機関が広域連合長

と協議して別に定める額） 

 

(4) 報酬が日額以外の方法によって定め

られている職員又は報酬のない職員 

前号に掲げる者との均衡を考慮して実

施機関が広域連合長と協議して定める

額 

 

(5) 給料を支給される職員 法第２条第

４項に規定する平均給与額の例により

実施機関が広域連合長と協議して定め

る額 

 

第７条～第３３条 （略） 第７条～第３３条 （略） 

 



 

福岡県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照

表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第５８条の２の規定に基づき、人事行政の

運営等の状況の公表に関し必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第５８条の２の規定

に基づき、人事行政の運営等の状況の公表

に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 （略） 第２条 （略） 

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項） 

第３条 前条の規定により任命権者が報告し

なければならない事項は、職員（臨時的に

任用された職員及び非常勤職員（法第２８

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員及び法第２２条の２第１項第２

号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同

じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により任命権者が報告し

なければならない事項は、職員（臨時的に

任用された職員及び非常勤職員（地方公務

員法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。）を除く。

以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 職員の休業に関する状況  

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

(9) （略）  (8) （略） 

(10) （略） (9) （略） 

(11) （略） (10) （略） 

第４条～第８条 （略） 第４条～第８条 （略） 

 



 

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例新旧対照表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２４条第５項及び地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２０４条第３項の規定

に基づき、職員の給与に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２４条第５項の規

定に基づき、一般職に属する職員（以下「職

員」という。）の給与に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 

(1) 職員 福岡県後期高齢者医療広域連

合（以下「広域連合」という。）の事務

部局に勤務する一般職に属する地方公

務員（法第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員を除く。）をいう。 

 

(2) 派遣 地方自治法第２９２条におい

て準用する同法第２５２条の１７の規

定に基づき、広域連合との間で職員の派

遣に関する協定を締結した地方公共団

体（以下「派遣元団体」という。）が広

域連合に当該派遣元団体に属する職員

を派遣することをいう。 

 

(3) 派遣職員 前号の規定により広域連

合に派遣された職員をいう。 

 

(4) 育児短時間勤務職員等 地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号。以下この号及び次号にお

いて「育児休業法」という。）第１０条

第１項に規定する育児短時間勤務をし

ている職員（育児休業法第１７条の規定

による短時間勤務をすることとなった

職員を含む。）をいう。 

 

(5) 任期付短時間勤務職員 育児休業法

第１８条第１項又は福岡県後期高齢者

医療広域連合一般職の任期付職員の採

用に関する条例（令和２年条例第 号）

第４条の規定に基づき採用された職員

をいう。 

 

（給与の種類）  

第３条 この条例による給与は、給料、地域

手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手

当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当
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をいう。ただし、管理職手当及び管理職員

特別勤務手当については別に定める。 

２ 派遣職員の給与については、派遣元団体

の関係規定の例による。 

 

（給与の支払） （給与の支給） 

第４条 この条例に基づく給与は、現金で支

払わなければならない。ただし、職員から

申出があったときは、口座振替の方法によ

り支払うことができる。 

 

２ 派遣職員の給与は、広域連合と派遣元団

体との間の協定に基づき、派遣元団体が当

該派遣元団体の関係規定の定めるところに

より支給する。ただし、次に掲げる手当に

ついて、第１１条又は第１２条の規定を適

用し派遣元団体の関係規定により算定した

額を超える場合は、当該超える部分は、広

域連合が支給する。 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号。以下「法」という。）第２９２条にお

いて準用する法第２５２条の１７の規定に

基づき広域連合に派遣された職員（以下「派

遣職員」という。）の給与は、広域連合と

派遣職員を派遣した地方公共団体（以下「派

遣元団体」という。）との間の協定に基づ

き、派遣元団体が当該派遣元団体の関係規

定の定めるところにより支給する。ただし、

次に掲げる手当について、次条又は第４条

の規定を適用したとしたならば派遣元団体

の関係規定により算定した額を超えること

となる場合は、当該超える部分は、広域連

合が支給する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

 （削る） ２ 前項ただし書の規定により広域連合が手

当を支給する場合で、派遣職員から申出の

あるときは、口座振替の方法により当該手

当を支払うことができる。 

（給料）  

第５条 給料は、福岡県後期高齢者医療広域

連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１９年条例第５号。以下「勤務時間

条例」という。）第７条第１項に規定する

勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）

による勤務に対する報酬であって、地域手

当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務

手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、

管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除

いたものとする。 

 

（給料表）  

第６条 給料表の種類は、福岡県職員の給与

に関する条例（昭和３２年福岡県条例第４

１号。以下「県職員給与条例」という。）

第６条第１項第１号の行政職給料表（別表

第１）を準用する。 

 

（給料の基準）  
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第７条 職員の職務の級及びその号給は、そ

の職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の

度並びに職務内容、免許資格、経験年数等

を考慮し、任命権者が決定する。 

 

（給料月額の算出）  

第８条 育児短時間勤務職員等及び任期付短

時間勤務職員の給料月額は、前２条の規定

により決定した給料月額に、勤務時間条例

第２条第３項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とす

る。 

 

（給料の支給方法）  

第９条 給料の計算期間は、月の１日から末

日までとする。 

 

２ 給料の支給日は、毎月２１日とし、その

日が日曜日、土曜日又は休日（勤務時間条

例第９条に規定する休日をいう。以下同

じ。）に当たるときは、その日前において

その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日

でない日とする。 

 

３ 新たに職員となった者には、その日から

給料を支給し、昇給、降給等により給料額

に異動を生じた者には、その日から新たに

定められた給料を支給する。 

 

４ 職員が離職したときは、その日まで給料

を支給する。 

 

５ 職員が死亡したときは、その月まで給料

を支給する。 

 

６ 第３項又は第４項の規定により給料を支

給する場合であって、月の初日から支給す

るとき以外のとき、又は月の末日まで支給

するとき以外のときは、その給料額はその

期間の現日数から勤務時間条例第３条第１

項、第４条及び第５条の規定に基づく週休

日の日数を差し引いた日数を基礎として日

割りによって計算する。 

 

（地域手当）  

第１０条 地域手当は、県職員給与条例第１

３条の２第２項の規定を準用し、同項各号

に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に

定める割合に給料及び別に定める管理職手

当の月額の合計額を乗じて得た額を職員に

支給する。 

 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１１条 （略） 第３条 （略） 



 

新 旧 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２ 通勤手当の額は、月の１日からその月以

後の月の末日までの期間であって６か月を

超えない範囲内で規則で定める期間（以下

「支給対象期間」という。）につき、次の

各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に掲げる額とする。 

２ 通勤手当の額は、月の１日からその月以

後の月の末日までの期間であって６箇月を

超えない範囲内で規則で定める期間（以下

「支給対象期間」という。）につき、次の

各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に掲げる額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 自動車等

の使用距離に応じ、規則で定める額（育

児短時間勤務職員等及び任期付短時間

勤務職員のうち、支給対象期間当たりの

通勤回数を考慮して規則で定める職員

にあっては、その額から、その額に規則

で定める割合を乗じて得た額を減じた

額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 自動車等

の使用距離の区分に応じ、規則で定める

額（以下「距離対応額」という。）に支

給対象期間の月数を乗じて得た額 

(3) （略） (3) （略） 

３ 派遣により、通勤の実情に変更を生じる

こととなった派遣職員で規則で定めるもの

のうち、第１項第１号又は第３号に掲げる

派遣職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、

高速自動車国道その他の交通機関等（以下

「新幹線鉄道等」という。）でその利用が

規則で定める基準に照らして通勤事情の改

善に相当程度資するものであると認められ

るものを利用し、その利用に係る特別料金

等（その利用に係る運賃等の額から運賃等

相当額の算出の基礎となる運賃等に相当す

る額を減じた額をいう。以下同じ。）を負

担することを常例とするものの通勤手当の

額（以下「新幹線鉄道等利用者の通勤手当

の額」という。）は、前項の規定にかかわ

らず、規則で定めるところにより算出した

その者の支給対象期間の通勤に要する特別

料金等の額と、それぞれ運賃等相当額又は

運賃等相当額及び同項第２号に掲げる額と

の合計額とする。 

３ 法第２９２条において準用する法第２５

２条の１７の規定に基づき広域連合に派遣

されたこと（以下「派遣」という。）によ

り、通勤の実情に変更を生じることとなっ

た職員で規則で定めるもののうち、第１項

第１号又は第３号に掲げる職員で、新幹線

鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道そ

の他の交通機関等（以下「新幹線鉄道等」

という。）でその利用が規則で定める基準

に照らして通勤事情の改善に相当程度資す

るものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等（その利用に係

る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基

礎となる運賃等に相当する額を減じた額を

いう。以下同じ。）を負担することを常例

とするものの通勤手当の額（以下「新幹線

鉄道等利用者の通勤手当の額」という。）

は、前項の規定にかかわらず、規則で定め

るところにより算出したその者の支給対象

期間の通勤に要する特別料金等の額と、そ

れぞれ運賃等相当額又は運賃等相当額及び

同項第２号に掲げる額との合計額とする。 

４ 通勤手当を支給される職員につき、離職

その他の規則で定める事由が生じた場合に

は、当該職員に、支給対象期間のうちこれ

らの事由が生じた後の期間を考慮して規則

で定めるところにより算出した額を追給

し、又は返納させるものとする。 

４ 通勤手当を支給される職員につき、離職

その他規則で定める事由が生じた場合に

は、当該派遣職員に、支給対象期間のうち

これらの事由が生じた後の期間を考慮して

規則で定める額を返納させるものとする。 

５ （略） ５ （略） 
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（単身赴任手当） （単身赴任手当） 

第１２条 派遣に伴い住居を移転し、父母の

疾病その他の規則で定めるやむを得ない事

情により、同居していた配偶者と別居する

こととなった派遣職員で、当該派遣の直前

の住居から広域連合の事務所に通勤するこ

とが通勤距離等を考慮して規則で定める基

準に照らして困難であると認められるもの

のうち、単身で生活することを常況とする

派遣職員には、単身赴任手当を支給する。

ただし、配偶者の住居から広域連合の事務

所に通勤することが、通勤距離等を考慮し

て規則で定める基準に照らして困難である

と認められない場合は、この限りでない。 

第４条 派遣に伴い住居を移転し、父母の疾

病その他やむを得ない事情により、同居し

ていた配偶者と別居することとなった職員

で、当該派遣の直前の住居から広域連合の

事務所に通勤することが通勤距離等を考慮

して規則で定める基準に照らして困難であ

ると認められるもののうち、単身で生活す

ることを常況とする職員には、単身赴任手

当を支給する。ただし、配偶者の住居から

広域連合の事務所に通勤することが、通勤

距離等を考慮して規則で定める基準に照ら

して困難であると認められない場合は、こ

の限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、３０，０００円

（規則で定めるところにより算定した職員

の住居と配偶者の住居との間の交通距離

（以下単に「交通距離」という。）が規則

で定める距離以上である職員にあっては、

その額に、７０，０００円を超えない範囲

内で交通距離の区分に応じて規則で定める

額を加算した額）とする。 

２ 単身赴任手当の月額は、２３，０００円

（規則で定めるところにより算定した職員

の住居と配偶者の住居との間の交通距離

（以下単に「交通距離」という。）が規則

で定める距離以上である職員にあっては、

その額に、４５，０００円を超えない範囲

内で交通距離の区分に応じて規則で定める

額を加算した額）とする。 

３ （略） ３ （略） 

（給与の減額）  

第１３条 職員が勤務しないときは、勤務時

間条例第７条の２第１項に規定する時間外

勤務代休時間、勤務時間条例第９条に規定

する祝日法による休日（勤務時間条例第１

０条第１項の規定により代休日を指定され

て、当該休日に割り振られた勤務時間の全

部を勤務した職員にあっては、当該休日に

代わる代休日。以下「祝日法による休日等」

という。）又は勤務時間条例第９条に規定

する年末年始の休日（勤務時間条例第１０

条第１項の規定により代休日を指定され

て、当該休日に割り振られた勤務時間の全

部を勤務した職員にあっては、当該休日に

代わる代休日。以下「年末年始の休日等」

という。）である場合、休暇による場合そ

の他その勤務しないことにつき任命権者の

承認があつた場合を除き、その勤務しない

１時間につき、第１６条に規定する勤務１

時間当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 

 

（時間外勤務手当）  

第１４条 正規の勤務時間を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には、正規の勤務時
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間を超えて勤務した全時間に対して、勤務

１時間につき、第１６条に規定する勤務１

時間当たりの給与額（以下この条において

「勤務１時間当たりの給与額」という。）

に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲

げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分

の１２５から１００分の１５０までの範囲

内で規則で定める割合（その勤務が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場

合は、その割合に１００分の２５を加算し

た割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当

として支給する。 

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日（次

条の規定により正規の勤務時間中に勤

務した職員に休日勤務手当が支給され

ることとなる日を除く。第３項において

同じ。）における勤務 

 

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務  

２ 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例

第５条の規定により、あらかじめ勤務時間

条例第３条第２項又は第４条により割り振

られた１週間の正規の勤務時間（以下この

条において「割振り変更前の正規の勤務時

間」という。）を超えて勤務することを命

ぜられた職員には、割振り変更前の正規の

勤務時間を超えて勤務した全時間（規則で

定める時間を除く。）に対して、勤務１時

間につき、勤務１時間当たりの給与額に１

００分の２５から１００分の５０までの範

囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を

時間外勤務手当として支給する。 

 

３ 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間

勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られ

た日において、正規の勤務時間を超えてし

た勤務のうち、その勤務の時間とその勤務

をした日における正規の勤務時間との合計

が７時間４５分に達するまでの間の勤務に

対する第１項の規定の適用については、同

項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次

に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１０

０分の１２５から１００分の１５０までの

範囲内で規則で定める割合」とあるのは「１

００分の１００」とする。 

 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務

（以下この条において「第１項勤務」とい

う。）の時間及び割振り変更前の正規の勤
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務時間を超えて勤務することを命ぜられ割

振り変更前の正規の勤務時間を超えてした

勤務（第２項に規定する規則で定める時間

の勤務を除く。以下この条において「第２

項勤務」という。）の時間の合計時間が、

１か月について６０時間を超えた職員に

は、その６０時間を超えてした第１項勤務

及び第２項勤務の全時間に対して、第１項

（前項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）及び第２項の規定にかかわら

ず、勤務１時間につき、勤務１時間当たり

の給与額に第１項勤務にあっては、１００

分の１５０（その勤務が午後１０時から翌

日の午前５時までの間である場合は、１０

０分の１７５）、第２項勤務にあっては、

１００分の５０を乗じて得た額を時間外勤

務手当として支給する。 

５ 勤務時間条例第７条の２第１項に規定す

る時間外勤務代休時間を指定された場合に

おいて、当該時間外勤務代休時間に職員が

勤務しなかったときは、前項に規定する６

０時間を超えてした第１項勤務及び第２項

勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時

間の指定に代えられた時間外勤務手当の支

給に係る時間に対しては、当該時間１時間

につき、勤務１時間当たりの給与額に第１

項勤務にあっては、１００分の１５０（そ

の勤務が午後１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、１００分の１７５）

から第１項に規定する規則で定める割合

（その勤務が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、その割合に１０

０分の２５を加算した割合）を減じた割合、

第２項勤務にあっては、１００分の５０か

ら第２項に規定する規則で定める割合を減

じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当

を支給することを要しない。 

 

６ 第３項に規定する７時間４５分に達する

までの間の勤務に係る時間について前２項

の規定の適用がある場合における当該時間

に対する前項の規定の適用については、同

項中「第１項に規定する規則で定める割合」

とあるのは、「１００分の１００」とする。 

 

（休日勤務手当）  

第１５条 祝日法による休日等（勤務時間条

例第３条第１項又は第４条の規定に基づき

毎日曜日を週休日と定められている職員以
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外の職員にあっては、勤務時間条例第９条

に規定する祝日法による休日が勤務時間条

例第４条及び第５条の規定に基づく週休日

に当たるときは、規則で定める日）及び年

末年始の休日等において、正規の勤務時間

中に勤務することを命ぜられた職員には、

正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し

て、勤務１時間につき、第１５条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に１００分の

１２５から１００分の１５０までの範囲内

で規則で定める割合を乗じて得た額を休日

勤務手当として支給する。これらの日に準

ずるものとして規則で定める日において勤

務した職員についても、同様とする。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出）  

第１６条 前３条に規定する勤務１時間当た

りの給与額は、給料の月額とこれに対する

地域手当の月額との合計額に１２を乗じ、

その額を１週間当たりの勤務時間に５２を

乗じたものから毎年４月１日から翌年の３

月３１日までの間における勤務時間条例第

９条に規定する祝日法による休日（土曜日

に当たる日を除く。）及び年末年始の休日

（日曜日又は土曜日に当たる日を除く。）

の日数の合計に７時間４５分（育児短時間

勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあ

っては、７時間４５分に勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た時間）を乗じ

て得たものを減じたもので除して得た額と

する。 

 

（時間外勤務手当等に関する規定の適用除

外） 

 

第１７条 第１４条及び第１５条の規定は、

別に定める管理又は監督の地位にある職員

には適用しない。 

 

（期末手当）  

第１８条 期末手当は、６月１日及び１２月

１日（以下この条から第２０条までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）にそ

れぞれ在職する職員に対して、それぞれ基

準日の属する月の規則で定める日（次条及

び第２０条においてこれらの日を「支給日」

という。）に、同日におけるこの条例の規

定による額を支給する。これらの基準日前

１か月以内に退職し、又は死亡した職員（第
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２２条第７項の規定の適用を受ける職員及

び規則で定める職員を除く。）についても

同様とする。 

２ 期末手当の額は、県職員給与条例第２１

条第２項の規定を準用し、同項に定める割

合に期末手当基礎額を乗じて得た額に、基

準日以前６か月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

 

(1) ６か月 １００分の１００  

(2) ５か月以上６か月未満 １００分の

８０ 

 

(3) ３か月以上５か月未満 １００分の

６０ 

 

(4) ３か月未満 １００分の３０  

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれその

基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在）

において職員が受けるべき給料の月額及び

これに対する地域手当の月額の合計額とす

る。 

 

４ 第２項に規定する在職期間の算定に関し

必要な事項は、規則で定める。 

 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する者

には、前条第１項の規定にかかわらず、当

該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し

止めた期末手当）は、支給しない。 

 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に法第２９条第１

項の規定による懲戒免職の処分を受け

た職員 

 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に法第２８条第４

項の規定により失職した職員 

 

(3) 基準日前１か月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日ま

での間に離職した職員（前２号に掲げる

者を除く。）で、その離職した日から当

該支給日の前日までの間に禁錮以上の

刑に処せられたもの 

 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の

支給を一時差し止める処分を受けた者

（当該処分を取り消された者を除く。）

で、その者の在職期間中の行為に係る刑
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事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ

たもの 

第２０条 任命権者は、支給日に期末手当を

支給することとされていた職員で当該支給

日の前日までに離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該期末手当

の支給を一時差し止めることができる。 

 

(1) 離職した日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関して、その者が起訴

（当該起訴に係る犯罪について禁錮以

上の刑が定められているものに限り、刑

事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるもの

を除く。第３項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合 

 

(2) 離職した日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関して、その者が逮捕さ

れた場合又はその者から聴取した事項

若しくは調査により判明した事実に基

づきその者に犯罪があると思料するに

至った場合であって、その者に対し期末

手当を支給することが、公務に対する住

民の信頼を確保し、期末手当に関する制

度の適正かつ円滑な実施を維持する上

で重大な支障を生ずると認めるとき。 

 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時

差し止める処分（以下「一時差止処分」と

いう。）を受けた者は、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第１８条第１項本

文に規定する期間が経過した後において

は、当該一時差止処分後の事情の変化を理

由に、当該一時差止処分をした者に対し、

その取消しを申し立てることができる。 

 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次

の各号のいずれかに該当するに至った場合

には、速やかに当該一時差止処分を取り消

さなければならない。ただし、第３号に該

当する場合において、一時差止処分を受け

た者がその者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し現に逮捕されているときその

他これを取り消すことが一時差止処分の目

的に明らかに反すると認めるときは、この

限りでない。 

 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時

差止処分の理由となった行為に係る刑
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事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ

なかった場合 

(2) 一時差止処分を受けた者について、当

該一時差止処分の理由となった行為に

係る刑事事件につき公訴を提起しない

処分があった場合 

 

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し起訴をされることなく当該一時差止

処分に係る期末手当の基準日から起算

して１年を経過した場合 

 

４ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処

分後に判明した事実又は生じた事情に基づ

き、期末手当の支給を差し止める必要がな

くなったとして当該一時差止処分を取り消

すことを妨げるものではない。 

 

５ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、

当該一時差止処分を受けるべき者に対し、

当該一時差止処分の際、一時差止処分の事

由を記載した説明書を交付しなければなら

ない。 

 

６ 前各項に規定するもののほか、一時差止

処分に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（勤勉手当）  

第２１条 勤勉手当は、６月１日及び１２月

１日（以下この条においてこれらの日を「基

準日」という。）にそれぞれ在職する職員

に対し、その者の基準日以前における直近

の人事評価の結果及び基準日以前６か月以

内の期間における勤務の状況に応じて、そ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日

に、同日におけるこの条例の規定による額

を支給する。これらの基準日前１か月以内

に退職し、又は死亡した職員（規則で定め

る職員を除く。）についても、同様とする。 

 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任

命権者が規則で定める基準に従って定める

割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額は、

県職員給与条例第２２条第２項の規定を準

用し、同項第１号に規定する額を超えては

ならない。 

 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその

基準日現在において職員が受けるべき給料

の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額とする。 
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４ 前２条の規定は、第１項の規定による勤

勉手当の支給について準用する。この場合

において、第１９条中「前条第１項」とあ

るのは「第２１条第１項」と、同条第１号

中「基準日から」とあるのは「基準日（第

２１条第１項に規定する基準日をいう。以

下この条及び次条において同じ。）から」

と、「支給日」とあるのは「支給日（同項

に規定する規則で定める日をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）」と読み替

えるものとする。 

 

（休職者の給与）  

第２２条 職員が公務上負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補

償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条

第２項に規定する通勤をいう。）により負

傷し、若しくは疾病にかかり、法第２８条

第２項第１号に掲げる事由に該当して休職

にされたときは、その休職の期間中、これ

に給与の全額を支給する。 

 

２ 職員が結核性疾患にかかり法第２８条第

２項第１号に掲げる事由に該当して休職に

されたときは、その休職の期間が満２年に

達するまでは、これに給料、地域手当及び

期末手当のそれぞれ１００分の８０を支給

することができる。 

 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法

第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当

して休職にされたときは、その休職の期間

が満１年に達するまでは、これに給料、地

域手当及び期末手当のそれぞれ１００分の

８０を支給することができる。 

 

４ 職員が法第２８条第２項第２号に掲げる

事由に該当して休職にされたときは、その

休職の期間中、これに給料及び地域手当の

それぞれ１００分の６０以内を支給するこ

とができる。 

 

５ 職員が福岡県後期高齢者医療広域連合職

員の分限に関する手続及び効果に関する条

例（令和２年条例第 号。次項において「分

限条例」という。）第２条の規定により休

職にされたときは、その休職の期間中、規

則で定めるところにより、これに給料、地

域手当及び期末手当のそれぞれ１００分の

１００以内を支給することができる。 

 

６ 法第２８条第２項又は分限条例第２条の

規定により休職にされた職員には、他の条
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例に別段の定めがない限り、前各項に定め

る給与を除くほか、他のいかなる給与も支

給しない。 

７ 第２項、第３項又は第５項に規定する職

員がこれらの規定に規定する期間内で第１

８条第１項に規定する基準日前１か月以内

に退職し、又は死亡したときは、同項の規

定により規則で定める日に、第２項、第３

項又は第５項の規定の例による額の期末手

当を支給することができる。ただし、規則

で定める職員については、この限りでない。 

 

８ 前項の規定の適用を受ける職員の期末手

当の支給については、第１９条及び第２０

条の規定を準用する。この場合において、

第１９条中「前条第１項」とあるのは、「第

２２条第７項」と読み替えるものとする。 

 

（専従休職者の給与）  

第２３条 法第５５条の２第１項ただし書の

許可を受けた職員には、その許可が効力を

有する間は、いかなる給与も支給しない。 

 

（臨時的任用職員等の給与） （臨時的任用職員の給与） 

第２４条 臨時的任用職員等勤務の実態によ

り、この条例の規定を適用することが著し

く困難な職にある者については、この条例

の規定にかかわらず、予算の範囲内におい

て任命権者がその給与を定めることができ

る。 

第５条 臨時的任用職員の給与は、この条例

の規定にかかわらず、常勤の職員の給与と

の均衡を考慮して、予算の範囲内において

任命権者が定める。 

（委任） （委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項

は、広域連合長が別に定める。 

 


